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介護予防・日常生活支援総合事業の弾力化について 

 
 
◎ 趣 旨 

  介護予防・日常生活支援総合事業の弾力化について報告するもの 
 
１ 国の動向 

 

  R2.10.22「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」（令和 2年厚生労働省令第 176 号） 

  第１号事業に関する見直し 

① 第１号事業（介護予防・生活支援サービス事業）の対象者の弾力化 

第１号事業の対象者に，第１号事業における補助により実施されるサービス 

（住民主体のサービス）を継続的に利用する要介護者を追加する。 

         

      ② 第１号事業のサービス価格の上限の弾力化 

第１号事業のサービス価格（介護予防ケアマネジメント含む）について， 

国が定める額を勘案して市町村が定めることとする。 

 
 

２ 本市の対応 

本市においては，要介護認定を受けても，地域とのつながりを維持することができるよ

う，介護サービス事業者等の団体で構成する「宇都宮市地域包括ケア推進会議」（生活支

援部会）における意見も踏まえ，下記のとおり弾力化を行う。 
 

【弾力化の概要】 

① 対象サービス：サービスＢ 

② 介 護 度 ：要介護１～５ 

※ ただし，要介護認定を受ける前からサービスＢを利用していた者に限る。 

③ 開 始 時 期 ：令和３年４月から 

 

※ 本市における総合事業のサービス類型については，参考１参照 

  対象者（介護度）について 

  「要介護認定を受ける前からサービスＢを継続的に利用する要介護者」 

⇒ すべての介護度の要介護者を対象とすることにより，介護度で区切ることなく，

本人の希望を踏まえて「地域とのつながり」の維持を選択できる環境を整備する。 

 

※ サービスの利用にあたっては，地域包括支援センターまたは居宅介護支援事

業者が，ケアマネジメントのなかで，これまでの利用状況や認知機能・身体状

況等の状態像を踏まえ，利用の有用性を判断するとともに，最終的には，利用

者とサービス提供者間の合意によりサービスが提供されることを想定する。 
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  サービス価格について 

   サービス価格については，市社会福祉協議会のファミリーケアサービス等の既存の

事業との整合を図り，現行のまま据え置く。 

類型 サービス価格（現行額） 

訪問型サービスＢ 

１，０００円／1 時間 

＜補助額＞ 

  ７００円～９００円／1 時間 

通所型サービスＢ 

サービス価格は事業者が設定 

＜補助額＞ 

  運 営 費 ： ３０，０００円／年 

改 修 費 ：２５０，０００円 

物品購入費 ：  ２５，０００円 

  

  サービスの併用について 

サービスＢは，従来の介護保険サービスでは提供困難な支援について，住民主体の活

動により補完することを前提とするものであることから，介護給付や介護予防給付を

含め，全てのサービスとの併用を可能とする。 

  

  介護予防ケアマネジメントの単位について 

利用サービスの組み合わせにより，ケアマネジメント主体※が変更することが想定さ

れることから，支援の継続性や利用者にとっての分かりやすさ，居宅介護支援事業者へ

の委託にも配慮し，要介護者に対する介護予防ケアマネジメントの単位については，居

宅介護支援の単位と同額とする。 

※ ケアマネジメント主体の整理については参考２参照 

   

  【表１：弾力化に伴う単位の設定案（令和３年度）】 

＜新たに設定する単位＞ 

   
ＣＬ～要支２

弾力化の対象者 
初回加算

介護１～２ 介護３～５ 

介護予防ケアマネジメント ４３８ １，０７６ １，３９８ ３００

居宅介護支援（参考） １，０７６ １，３９８ ３００

    

  【表２：訪問型サービスＢの利用状況（令和２年１２月利用分）】 

サービスの併用状況 事業対象者 要支援 計 

サービスＢのみ 1 5 6 

併用（相当・介護予防） 0 13 13 

計 1 18 19 

 

３ スケジュール 

  令和３年３月 「宇都宮市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱」改正 

          → 対象者の設定，介護予防ケアマネジメントの単位設定 

      ４月 改正内容の適用開始 

     

⇒ 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

⇒ 居宅介護支援 

（弾力化の対象者） 



 

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービスについて 

 

〇 要支援１・２認定者，チェックリスト対象者に対して，多様な主体によるサービスを提供している。 
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